
「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」

個別テーマ／終了時評価委員会

日時：２０２５年９月１８日（木） ９：００～１１：３５

場所：NEDO（川崎）２３階 ２３０４/２３０７会議室 (オンライン参加を含む)

議事次第

１．開会、資料の確認 9:00～9:05 （5 分）

２．評価委員会の設置について 9:05～9:15 （10 分）

３．評価委員会の公開について －

４．評価の実施方法について －

５．事業の詳細説明

5.1 事業の位置づけ・マネジメント 9:15～9:35 （20 分）

5.2 実証事業成果、事業成果のアウトカム 9:35～10:15 （40 分）

5.3 質疑応答 10:15～10:55 （40 分）

(休憩 10 分、実施者退室)

６．意見交換 11:05～11:15 （10 分）

（実施者入室）

７．まとめ・講評 11:15～11:30 （15 分）

８．今後の予定、その他 11:30～11:35 （5 分）

９．閉会



【別紙】

脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／
地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）

個別テーマ／終了時評価委員会

１．委員 4 名は 3 名対面出席、１名オンライン出席。

２．委員を除く出席者
【実施者】
菅原 俊英 裕幸計装株式会社 イノベーション本部 取締役 本部長
冨田 玄
太田 玄
木戸 章

裕幸計装株式会社 イノベーション統括部 理事 統括部長
裕幸計装株式会社 代表取締役（オンライン出席）
裕幸計装株式会社 事業開発部 次長（オンライン出席）

【NEDO】
佐野 浩
鈴木 悠
佐藤 隆也
佐藤 誠
川上 幸次
木村 太城

自動車・蓄電池部 チーム長
自動車・蓄電池部 主任
自動車・蓄電池部 専門調査員
自動車・蓄電池部 専門調査員
自動車・蓄電池部 主査（オンライン出席）
自動車・蓄電池部 専門調査員（オンライン出席）

宮尾 孝彦
石田 久洋

事業統括部 課長
海事業統括 主幹

横溝 拓也 事業統括部 主査
川井 佳子 事業統括部 主査
田中 智樹
岸 宗弘
伊藤 知美

事業統括部 専門調査員
事業統括部 専門調査員
事業統括部 事務職員

【経済産業省】
浦田 治彦 資源エネルギー庁 長官官房国際課 課長補佐 (オンライン出席)
堀内 洸佑 資源エネルギー庁 長官官房国際課 係長 (オンライン出席)

以上
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終了時評価委員会の設置について

脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／
地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）／

終了時評価委員会

表１ 終了時評価委員会委員名簿
職位 氏名 所属 役職

委員長 宮良
み や ら

明男
あ き お

佐賀大学 教授

委員長代理 宗像
む な か た

鉄
て つ

雄
お

福島大学 教授

委員 久下
く げ

勝也
か つ や

独立行政法人 国際協力機構（JICA） 次長兼グループ長

委員 科
し な

野
の

宏
ひ ろ

典
の り

株式会社野村総合研究所 プリンシパル
敬称略、五十音順
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終了時評価委員会の公開について

終了時評価委員会は、「ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程」第 2条第 1項に基づき、原則
公開とする。ただし、同条第 2項に基づき、委員長が必要と認める場合（※）、終了時評価委員
会を非公開とすることができる。

（※）知的財産権の保護の上で支障が生じると認められる場合、又は企業活動に影響を及ぼすお

それのある場合等

なお、本事業においては配付資料のホームページ掲載をもって委員会の公開とする。ただし、

公開される報告書等には非公開部分は含まないものとする。



終了時評価委員会における秘密情報（注１）の守秘とその取扱いについて

評価関係者（注２）は、終了時評価委員会において取り扱う秘密情報を、以下の通り厳格

に守秘することとする。

終了時評価委員会における秘密情報は、我が国の産業競争力の向上及び、企業・団体

等の間の公正な競争の観点からも極めて重要であるとの認識に基づき、本事業の評価の

ためにのみ使用することとする。なお、実施者からの要請等を踏まえ、善良なる管理者

の注意をもって取り扱うこととする。

秘密情報には、非公開情報が含まれる。書面、電子形式の非公開情報には「非公開情

報」であることを記載する。終了時評価委員会の終了後１ケ月以内に、委員は提示され

た非公開情報を、ＮＥＤＯ職員の指定に基づき、返却、破棄、削除等を実施することと

する。

（注１）秘密情報とは、評価のためにＮＥＤＯ又は評価対象事業の実施者が提示（注3）する技術的およ

び営業上の秘密情報であり、事前に提示された情報、終了時評価委員会で準備された情報、

質疑、事後の回答など全てを含むものとする。

（注２）評価関係者とは、終了時評価委員およびＮＥＤＯ職員を指す。

（注３）提示とは、書類等を提供する以外に、電子形式や口答で伝えることも含む。

（参考）守秘義務について

評価委員ＮＥＤＯ評価委員承諾時に誓約

「・・・貴機構の研究開発は最先端の技術を狙ったものであり、我が国の産業競争力の向上の観点からも極め

て重要であるとの認識に基づき、知り得た技術情報や企業戦略等については、厳格に守秘することを誓約しま

す。」

ＮＥＤＯ職員 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法が適用

第十三条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、

又は盗用してはならない。

第二十五条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下

の罰金に処する。
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国際実証_個別テーマの終了時評価について

1. 終了時評価の位置付けについて

終了時評価は、実証マネジメントサイクル（図 1）の一翼を担うものとして位置付け、評価

結果を被評価事業等の資源配分、事業計画等に適切に反映させることにより、事業の加速化、

縮小、中止、見直し等を的確に実施し、実証事業内容やマネジメント等の改善、見直しを的確

に行っていきます。

図1 実証マネジメントサイクル概念図

２.評価の目的

NEDOでは、次の3つの目的のために評価を実施しています。

(1)業務の高度化等の自己改革を促進する。

(2)社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。

(3)評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。

３.評価の原則

評価の実施に当たっては、次の５つの共通原則に従って行います。

(1)評価の透明性を確保するため、評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状況を

可能な限り被評価者及び社会に公表する。

(2)評価の明示性を確保するため、可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。

(3)評価の実効性を確保するため、資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採用す

る。

(4)評価の中立性を確保するため、外部評価又は第三者評価のいずれかによって行う。

(5)評価の効率性を確保するため、研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作業の

重複の排除等に務める。
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４．評価の実施体制

NEDO 事業統括部が、対象技術、事業の専門家、有識者で構成する評価委員会を設置し、評

価を実施しています。

５. 評価手順

図 2 評価作業フロー

評価（案）作成

評価委員会の開催

コメント・評点の受領

評価の確定

評価報告書の公開

委員との調整

評価委員会資料の作成

事業統括部 推進部署 （必要に応じて）

委員への資料配付

評価委員会での説明・応答
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1

脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）／

個別テーマ 終了時評価に係る評価項目・基準

１．事業の位置付け・マネジメント

(1) 政策的必要性

・ 事業の成果は、省エネルギー、新エネルギー技術の普及に資するものであったか。ま

たは、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証等の場合、その成果は日

本への還元が期待できるか。

・ 相手国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなっていたか。

(2) NEDO 関与の必要性

・ 民間企業のみで取り組むにはリスクが高いこと、かつ社会的意義（実証研究を実施し、

またその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭

素排出、インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及）があ

ることにより公的資金を投入する意義があったか。

(3) 相手国との関係構築の妥当性

・ 相手国側との間で、適切に役割及び経費が分担されたか。

・ 相手国の政府関係機関から必要な協力が得られたか。また、政府関係機関との間で今

後の普及に資する良好な関係が構築できたか。

(4) 実施体制の妥当性

・ 事業者と相手国企業との間で構築された協力体制は妥当であったか。

・ 事業者の実施体制（当該事業に関係する実績や必要な設備、研究者等）は妥当であっ

たか。

(5) 事業内容・計画の妥当性

・ 事業の内容や計画は妥当であったか。

・ NEDO が負担する経費について、項目や金額規模は妥当であったか。

・ 対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、我が国が

強みを有するといえるものであったか。

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適切に実

施されていたか。

・ 事業の進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に適切に

対応していたか。
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２．事業成果

(1) 目標の達成状況と成果の意義

・ 事業の目標を達成したか。未達成の場合は、その原因が分析され、課題解決の方針が

明確になっているなど、成果として評価できるものか。

・ 実証研究を通じて、既存技術や競合技術との優位性を定量的に検証することができた

か。

・ 投入された NEDO の予算に見合った成果が得られたか。

・ 目標として設定し、さらには実際に事業で得られたエネルギー消費削減効果・石油代

替効果及び CO2削減効果は妥当な水準であったか。

・ トラブル対応など、実証研究を通じて得られた経験が教訓として蓄積されているか。

３．事業成果のアウトカム

(1) 事業成果の競争力

・ 相手国やその他の国・地域において普及の可能性があるか。将来的に市場の拡大が期

待できると考えられるか。（そう考えるに至った根拠を経済性評価の資料等で示すこ

とが望ましい。）

・ 普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、事業終了から普及段階

に至るまでの計画は、事業化評価時点のものより具体的かつ妥当なものになっている

と考えられるか。（※事業化評価時に作成された経済性評価の売上と利益見込みが更

新されているか。）

・ 競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、競合他者に対して、単

純な経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による差別化が認められるか。

・ 想定されるビジネスリスク（信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、

規制リスク等）が棚卸されているか。その上で、これらリスクに係る回避策が適切に

検討されているか。

(2) 普及体制

・ 営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、他社との提携や合弁会社

の設立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。（既に現地パート

ナーとの提携の実績がある、現地又は近隣に普及展開のための拠点を設置することに

ついて検討されていることが望ましい。）

・ 当該事業が事業者の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決定が行

われているか。

(3) ビジネスモデル

・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域での普及に向けて、具体的かつ実現可能

性の高いビジネスプランが検討されているか。また、外部環境（内外の技術・市場動

向、制度環境、政策動向等）の状況を踏まえているか。
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・ 相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及に資する営業活動や、標

準化活動などのオープン・クローズ戦略が検討されているか。

・ 事業者が継続的に事業に関与できるスキームとなっているか。

(4) 他の国・地域等への波及効果の可能性

・ 当該技術の普及が、相手国・地域のみならず、他の国・地域や日本におけるエネルギ

ー問題、CO2 排出抑制、インフラ整備、雇用、人材育成、制度設計等、各種課題の解

決への貢献又は波及効果が期待できるか。
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評点法の実施について（終了時評価）

1. 評点法の目的、利用

評価結果を分かりやすく提示すること

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考

評価報告書を補足する資料

基本計画の達成状況の判断材料に用いるため注）

2. 評点方法

(1) 評点の付け方と判定基準

各評価項目について４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で評価する。

判定基準は以下の通り。考慮事項を踏まえて、各判定基準に従って評点付けを行う。

判定基準

１．事業の位置付け・マネジメント

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D
２．事業成果

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D
３．事業成果のアウトカム

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D

(2) 評点法実施のタイミング

委員会において、各委員へ評価付けを依頼する。

評価報告書（案）を確定する前に評点結果を委員に提示し、評点の確認及び修正を

依頼する。

評価報告書（案）の確定に合わせて、評点の確定を行う。

(3) 評点結果の開示

評点法による評点結果を開示するが、個々の委員記入の結果（素点）については、

「参考」として公表（匿名）する。

評点法による評価結果の開示については、評点のみが一人歩きすることのないよう
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に慎重に対応する。

具体的には、図表による結果の掲示等、評価の全体的な傾向がわかるような形式を

とることとする。

評点の表示例

評価項目 平均値 素点（注）

１．事業の位置付け・マネジメント 2.7 B A A A A B A

２．事業成果 2.1 B B B A B C A

３．事業成果のアウトカム 2.3 B A B A B B B
（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し算出。

注）基本計画におけるアウトプット目標

【終了時評価に関する目標】

終了時評価実施規程に基づく事業評価の対象期間中に実施する個別テーマの終了時評価の評価項目の

うち、「事業の位置付け・マネジメント」について、４段階のうち最上位又は上位の評点を得る個別テー

マの比率を、全体の７割以上とする。

2.3

2.1

2.7

平均値

１．事業の位置付け・マネジメント

２．事業成果

３．事業成果のアウトカム

3.02.01.00.0
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1

脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究

（ベトナム）／個別テーマ 終了時評価

評価コメント及び評点票

委員名

コメントしていただく際の留意点

1. 評価項目に対して、説明・配付資料等に基づき、評価コメントの作成および評

点付けをお願いいたします。

2. 評価コメント作成にあたりましては、単に「妥当である。評価できる。」という

表現だけではなく、可能な限り、妥当である理由、評価できる理由などについ

て、具体的な記述をお願いいたします。

3. 評価コメントは評価報告書に掲載され、公開されることになりますが、「知的財

産保護のため非公開とすべき事項」、「自主的企業活動に影響を及ぼすおそれの

ある事項」、「個人情報に関すること」、「差別的表現」、「事実と相異する意見」

等、その影響を考慮して一定の配慮が必要な場合は、コメントの趣旨に反する

ことのない範囲で、評価事務局からコメントの変更等をお願いする場合があり

ます。

4. 評点付けにあたりましては、評価コメント内容と合わせた、各評価項目につい

て４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で評価をお願いいたします。

5. 本電子ファイルにご記入頂き、以下の担当宛に電子メールにてご返送いただけ

ますようお願いします。

期 限： ２０２５年９月３０日（火）まで

送付先： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

事業統括部 国際１課 岸 宗弘 宛

メールアドレス：kishimnh@nedo.go.jp

以上
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脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）／

個別テーマ 終了時評価に対するコメント及び評点票

1.各論

1.1 事業の位置付け・マネジメント

(1) 政策的必要性

・事業の成果は、省エネルギー、新エネルギー技術の普及に資するものであったか。

または、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証等の場合、その成果は

日本への還元が期待できるか。

・相手国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなっていたか。

(2) NEDO関与の必要性

・民間企業のみで取り組むにはリスクが高いこと、かつ社会的意義（実証研究を実施し、

またその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二酸化炭素

排出、インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及）が

あることにより公的資金を投入する意義があったか。

(3) 相手国との関係構築の妥当性

・相手国側との間で、適切に役割及び経費が分担されたか。

・相手国の政府関係機関から必要な協力が得られたか。また、政府関係機関との間で

今後の普及に資する良好な関係が構築できたか。

(4) 実施体制の妥当性

・事業者と相手国企業との間で構築された協力体制は妥当であったか。

・事業者の実施体制（当該事業に関係する実績や必要な設備、研究者等）は妥当であったか。

(5) 事業内容・計画の妥当性

・事業の内容や計画は妥当であったか。

・NEDOが負担する経費について、項目や金額規模は妥当であったか。

・対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、

我が国が強みを有するといえるものであったか。

・標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適切に

＊注意：「枠」の大きさにとらわれずコメントをお願い致します。

（“３行以内” ということではございません。以下コメントも全て同様です。）

＊評点の記入方法、取扱いについて

・各項目について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかを記入して下さい。

・評点記入の結果は、「参考」として、匿名にて公表致します。
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実施されていたか。

・事業の進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に適切に

対応していたか。

【評価委員コメント欄】

＜肯定的意見＞

・

・

＜改善すべき点＞

・

・

【評点】

評価項目 評点

事業の位置付け・マネジメント [ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ]

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D
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1.2 事業成果

(1) 目標の達成状況と成果の意義

・事業の目標を達成したか。未達成の場合は、その原因が分析され、課題解決の方針が

明確になっているなど、成果として評価できるものか。

・実証研究を通じて、既存技術や競合技術との優位性を定量的に検証することができたか。

・投入されたNEDOの予算に見合った成果が得られたか。

・目標として設定し、さらには実際に事業で得られたエネルギー消費削減効果・石油代替効果

及びCO2削減効果は妥当な水準であったか。

・トラブル対応など、実証研究を通じて得られた経験が教訓として蓄積されているか。

【評価委員コメント欄】

【評点】

評価項目 評点

事業の成果 [ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ]

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D

＜肯定的意見＞

・

・

＜改善すべき点＞

・

・
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1.3. 事業成果のアウトカム

(1) 事業成果の競争力

・相手国やその他の国・地域において普及の可能性があるか。将来的に市場の拡大が

期待できると考えられるか。（そう考えるに至った根拠を経済性評価の資料等で示すことが

望ましい。）

・普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、事業終了から普及段階に

至るまでの計画は、事業化評価時点のものより具体的かつ妥当なものになっていると

考えられるか。

・競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、競合他者に対して、

単純な経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による差別化が認められるか。

・想定されるビジネスリスク（信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、

規制リスク等）が棚卸されているか。その上で、これらリスクに係る回避策が適切に

検討されているか。

(2) 普及体制

・営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、他社との提携や合弁会社の

設立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。

（既に現地パートナーとの提携の実績がある、現地又は近隣に普及展開のための拠点を

設置することについて検討されていることが望ましい。）

・当該事業が事業者の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決定が

行われているか。

(3) ビジネスモデル

・相手国やその他普及の可能性がある国・地域での普及に向けて、具体的かつ実現可能性の

高いビジネスプランが検討されているか。また、外部環境（内外の技術・市場動向、

制度環境、政策動向等）の状況を踏まえているか。

・相手国やその他普及の可能性がある国・地域において、普及に資する営業活動や、

標準化活動などのオープン・クローズ戦略が検討されているか。

・事業者が継続的に事業に関与できるスキームとなっているか。

(4) 他の国・地域等への波及効果の可能性

・当該技術の普及が、相手国・地域のみならず、他の国・地域や日本におけるエネルギー問題、

CO2排出抑制、インフラ整備、雇用、人材育成、制度設計等、各種課題の解決への貢献

又は波及効果が期待できるか。

【評価委員コメント欄】

＜肯定的意見＞

・

・
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【評点】

評価項目 評点

事業成果のアウトカム [ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ]

・評価基準に適合し、非常に優れている →A
・評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある →B
・評価基準に一部適合しておらず、改善すべき点がある →C
・評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である →D

＜改善すべき点＞

・

・



7

2.総合評価

【評価委員コメント欄】

＜肯定的意見＞

・

・

＜今後に対する提言＞

・

・
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脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／

地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）／

個別テーマ 終了時評価委員会

評価報告書の構成について

1. 評価書の目次

下記目次の第 1 章を委員会でまとめる。

目次

はじめに

審議経過

評価委員会委員名簿

第1章 評価

1.総合評価

2.各論

2.1 事業の位置付け・マネジメント

2.2 事業成果

2.3 事業成果のアウトカム

3.評点結果

第2章 評価対象事業に係る資料

1.評価委員会公開資料

参考資料 評価の実施方法

第１章のまとめ方

評価項目毎に、「肯定的意見」、「改善すべき点」について各委員のコメントを取りまとめる。

資料4-5



資料 6

「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／
地域のバイオマスを利用した省エネ型エビ養殖システム高度化実証研究（ベトナム）」

個別テーマ／終了時評価委員会

評価スケジュール

2025 年 9 月 18 日（木） ９：０0 ～ 11：35
終了時評価委員会

評価コメントの作成・取り纏め
2025 年 9 月 30 日（火）

評価コメント及び評点票の提出
提出先：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 岸宛

2025 年 10 月中旬頃まで
評価（原案）の取りまとめ後、委員長、委員に送付

2025 年 11 月中旬頃まで
評価（案）の確定を経て、評価報告書 WEB 掲載

2025 年 9 月 8 日（月）
終了時評価委員会資料及びプレゼン資料の送付


